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「安中市空家等対策計画（案）」に対する意見（パブリックコメント）の結果について 

 

○意見等の募集期間：平成 29年 12月 15日（金）から平成 30年 1月 12日（金） 

○意見等の受付件数：１件（持参） 

 

１．意見の概要及び市の考え方 

 

（１）「第１章 計画策定の背景と基本指針」 

番号 ご提出いただいた意見の概要 市の考え方 

① 

 

 

 

 

 

 

 計画策定よりも先行して、平成

２９年７月１日に「安中市空家等

の適切な管理及び活用の促進に

関する条例」が施行されている

が、本来条例は計画の具体的執行

を担保するものとして作られる

のではないか。基本となる計画が

条例よりも遅れて策定となれば、

相互の整合性が担保されずズレ

が生じるのではないか。条例の再

検証も行うべきである。 

 

 本計画は「空家等対策の推進に関す

る特別措置法」第６条に規定される「空

家等対策計画」として策定するもので

あり、「安中市空家等の適切な管理及び

活用の促進に関する条例」第７条の規

定を策定根拠としてします。 

対策計画と条例との関係につきまし

ては、市が空き家対策を進めていく中

で、社会情勢等も勘案しながら整合性

を図り、必要に応じて検証等を行って

参ります。 

②  計画期間を５年としているが、

時代の変化に適宜対応するため

には計画期間を３年にするべき

である。 

 

 計画期間は、市が取り組む空家等対

策に対して一定の方向性と成果を検証

する必要があるため、その適正期間と

して５年間としています。 

なお、計画の内容に対する適切な進

行管理を行い、状況の変化により計画

期間に拘らず必要に応じて内容の見直

しを図って参ります。 

 

③  本計画の対象とする空家等の

種類から、国及び地方公共団体が

管理するものを除くとあるが、な

ぜ対象から外すのか。市が所管し

管理しているものでも、適切に管

理されていないものがある。対策

 本計画における「空家等」の定義は、

法に規定されたものであるため、国及

び地方公共団体が管理する建物等は対

象外としています。 

 市が所管する建物等については「安

中市公共施設等総合管理計画」に基づ
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の対象とするべきである。 き対応を進めて参ります。 

④  公共施設において、使用実態が

少人数に限られている場合には、

より低廉な施設などへの転居を

誘導し、空いた物件については状

況に応じて適切な管理、用途の転

用をするべきである。 

また、民間の共同住宅において

も空室の目立つ「ほとんど空き

家」な物件も数多くある。そこに

住まう人たちは高齢者などの社

会的弱者が多い。高齢者というだ

けで賃貸住宅への入居が困難な

状況もあるのだから、「ほとんど

空き家」な共同住宅についても対

策の対象とするべきである。 

 

 公共施設の効率的な使用について

は、所管する部署においてより有効な

手立てを検討し、場合によっては統合、

廃止などの現実的な対応をしておりま

す。  

民間の共同住宅においても今後ます

ます利用者は減少することが見込まれ

ており、〝空き室〟対策の検討も課題

であると認識しております。社会情勢

も考慮しながら、住宅政策を含め行政

として少子高齢化社会に対応できる体

制整備を検討して参ります。 

⑤ 

 

 

 

 

 計画の対象とする地区につい

ては市内全域としているが、地理

的条件、地域的条件がそれぞれ違

う訳であるから、一律の適用は不

合理である。また、様々な条件を

勘案した空き家のマップを作成

して、空き家全体の把握をするべ

きである。 

 

 ご意見のとおり、空き家対策におい

て市内各地域にそれぞれ地理的条件等

があり、市街地、山間地域など、その

地域性に合わせた対策が必要であると

認識しております。今後、国の交付金

などを受ける際にも、計画に定められ

た地域要件等があるため、本計画では

その対象を市内全域としております。 

 なお、独自の調査や寄せられた情報

に基づく空き家の所在データの作成に

は取り組んでいるところであり、現状

は庁内利用だけの目的としているとこ

ろですが、今後はそれら情報をより有

効に広く活用することも検討して参り

ます。 
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（２）「第２章 空家等の現状」について 

番号 ご提出いただいた意見等の概要 市の考え方 

① 空き家の現状（数値等）につい

ては、市で行った調査に基づくも

のではなく、国（総務省）が実施

した統計資料を過去に遡って示

した上で基礎データとしている

が、より精度を高めて現状を把握

するためには、市の過去の状況と

その変化をより正しく把握する

べきである。 

 計画内にお示しした空家等の現状に

ついては、平成２５年に国が実施した

「住宅・土地統計調査」を基礎データ

としております。これは国が５年ごと

に実施する調査であり次回は平成３０

年１０月の実施が予定されておりま

す。 

 ご意見のとおり、安中市の状況をよ

り詳細に把握するためには、より精度

の高い様々な角度からの情報の分析が

必要であります。庁内各部局の連携強

化を図り、専門家の意見も取り入れな

がら、市の置かれた状況をより詳細に

把握しながら実効性の高い取り組みを

進めていきたいと考えております。 

 

② 平成２８年度に区長会の協力

を得て行った空き家の実態把握

調査の結果を、現況把握の基礎デ

ータとしているが違和感を受け

る。調査は、行政が明確な意思統

一のもと、責任を持って調査に当

たるべきであり空き家対策に対

する熱意が感じられない。今後、

加速度的に進行する空き家問題

に対応するには、災害に対応する

気概を持って取り組む必要があ

る。空き家対策は地域創造課で対

応することで良いか。 

 

 平成２８年度に区長会の全面協力の

もとに行った空き家実態把握調査は、

他の自治体が行った調査を参考としな

がら、最終的には民間企業への委託等

ではなく、地域の実情を一番よく把握

している区長を中心とした地域の皆様

の協力を得て実施したいという考えか

ら行ったものです。調査の実施に当た

っては、市と区長会との間で意見交換

を行い、必要に応じて各地区へ調査方

法の説明にも伺いながら区長会と市と

の間に協力体制を構築したうえで実施

しました。 

また、調査において寄せられた地域

の中で問題となっている「Ｃランク」

空き家については、地域創造課職員が

現地へ赴き、その状況を再確認したう

えで、所有者等への指導を行っており
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ます。 

空き家対策は、区長をはじめとした

所在地域の方々のご協力をいただかな

いことには前進しません。今後も良好

な協力体制を構築して取り組みを進め

て参ります。 

 なお、ご意見のとおり今後間違いな

く増え続ける空き家への対策はより深

化していくことと実感しております。

地域創造課を相談窓口として、必要に

応じて庁内各部署との連携を図りなが

ら取り組みを進めて参ります。 

 

 

 

（３）「第３章 空家等の対策」 

番号 ご提出いただいた意見等の概要 市の考え方 

① 空家等対策協議会の設置は必

要か。委員が集まって協議する必

要はなく、事案ごとに専門的な指

導を受ければよいのではないか。 

 例えば市街地の空き家対策で

あれば、市街地の再生と再開発を

展望する事業でもある。ありきた

りな協議会など必要はなく、市有

地を含めた対策として市内部組

織を横断した組織の編成こそが

必要である。その際、土地開発公

社の機能を活用することも検討

すべき。 

 

 空き家対策には様々な要因の問題が

複雑に絡まりあい、行政だけの力では

太刀打ちできない困難なケースもあり

ます。ひとつの案件に対し、各分野の

専門家の皆様からのご指導を協議会の

場で一度にいただくことで、より効果

的な対応策を迅速に間違いなく実施で

きるものと考えていることから、協議

会の設置は必要不可欠であります。 

 また、ご意見のとおり市街地、山間

地などそれぞれの地域の特性に合わせ

た対応も当然必要であり、ケースに応

じてすでに設置済みの庁内検討委員会

や各関係機関との連携も図りながら、

対策への取り組みを進めて参ります。 
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②  空家等対策協議会委員への報

酬については、公職の立場にある

委員へは支払う必要はない。ま

た、報酬は日額ではなく会議の実

態に合わせて支払うべきである。 

 委員報酬につきましては、「安中市特

別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例」に基づきお支

払しております。 

また、同条例第４条の規定等に基づ

き、支給対象外の職にある委員へは、

当然のことながら報酬はお支払いして

おりません。 

 

 

【問合せ】 

安中市役所 産業政策部 地域創造課 地域政策係 

電話０２７－３８２－１１１１（内線２６３１） 

Ｅメール：souzou@city.annaka.lg.jp 

 

 


